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吸収分割に関する事前開示書面 
 

2022年 8月 27日 

 

株式会社リビングプラットフォーム



 

 

2022 年 8 月 27 日  

 

株式会社リビングプラットフォーム  

代表取締役  金子  洋文  

 

吸収分割に係る事前開示書面  

 

株式会社リビングプラットフォーム（以下｢当社｣又は「吸収分割株式会社」とい

います。）は、 2022 年 8 月 12 日に、札幌市中央区南二条西二十丁目 291 番地所在

の株式会社リビングプラットフォームケア（以下「吸収分割承継株式会社」といい

ます。）との間で吸収分割契約書（以下「本会社分割契約」といいます。）を締結し、

2022 年 10 月 1 日を効力発生日として、本会社分割契約に基づき吸収分割（以下

「本会社分割」といいます。）を行うこととしました。  

本会社分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定め

る事前開示事項は、下記のとおりです。  

 

１．吸収分割契約書（会社法第 782条第 1項第 2号）  

 

 別紙をご参照下さい。  

 

２．分割対価の相当性に関する事項（会社法第 782条第 1項、会社法施行規則第 183

条第 1号イ）  

 

吸収分割承継株式会社が当社の完全子会社であることから、本会社分割に際

して株式その他の金銭等の交付は行いません。  

  

３．会社法第 758 条第 8 号に掲げる事項（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規

則第 183 条 2 号）  

 

 該当事項はございません。  

 

４．会社法第 758 条第 5 号及び第 6 号に掲げる事項についての定めの相当性に関

する事項（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 183 条第 3 号）  

 

 該当事項はございません。  

 

５．吸収分割承継株式会社についての事項  

 

(1) 吸収分割承継株式会社の最終事業年度における貸借対照表の内容（会社法第

782条第 1項、会社法施行規則第 183条第 4号イ）  

 

  分割会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を北海道財務局に提出してお

ります。分割会社の最終事業年度に係る計算書類等につきましては、金融商品

取 引 法 に 基 づ く 有 価 証 券 報 告 書 等 の 開 示 書 類 に 関 す る 電 子 開 示 シ ス テ ム

（ EDINET）によりご覧いただけます。  

 

(2) 吸収分割承継株式会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時

計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容（会社法第 782条第 1項、

会社法施行規則第 183条第 4号ロ）  

 

 該当事項はございません。  



 

 

 

(3) 吸収分割承継株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、

重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容

（会社法第 782条第 1項、会社法施行規則第 183条第 4号ハ）  

 

 該当事項はございません。  

 

６．吸収分割株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会

社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 183 条第 5 号イ）  

 

 該当事項はございません。  

 

７．本会社分割の効力発生日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割

承継株式会社に本会社分割により承継させる債務の履行の見込みに関する事

項（会社法第 782条第 1項、会社法施行規則第 183条第 6号）  

 

(1) 吸収分割株式会社  

 

  ①当社の 2022年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の部の合計金額及び

負債の部の合計金額はそれぞれ 3,056百万円及び 1,873百万円であり、資産

の額が負債の額を上回っております。  

  ②本会社分割により当社が吸収分割承継会社に対して承継させる資産及び負

債の状況、2022年 3月 31日から現在に至るまでの当社の資産及び負債の状況

並びに本会社分割の効力発生日までのそれらの変動を併せ考慮しても、本

会社分割の効力発生日における当社の資産の額は負債の額を十分に上回る

ことが見込まれます。  

  ③その他、当社の本会社分割後の事業活動において予想される当社の資産及

び負債の額並びに収益状況について検討いたしましたが、当社の負担する

債務の履行に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識されて

おりません。  

  ④以上から、当社は、本会社分割の効力発生日以後の当社の債務につき履行

の見込みがあるものと判断しております。  

  

 

(2) 吸収分割承継株式会社  

 

  ①吸収分割承継株式会社の 2022年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の

部の合計金額及び負債の部の合計金額はそれぞれ 1,741百万円及び 1,597百

万円です。  

  ②当社から吸収分割承継株式会社への債務の承継については併存的債務引受

けの方法によるものといたします。  

  ③本会社分割により吸収分割承継株式会社が当社から承継する資産及び負債

の状況、2022年 3月 31日から現在に至るまでの吸収分割承継株式会社の資産

及び負債の状況並びに本会社分割の効力発生日までのそれらの変動を併せ

考慮しても、本会社分割の効力発生日における吸収分割承継株式会社の資

産の額は負債の額を上回ることが見込まれます。  

  ④その他、吸収分割承継株式会社の本会社分割後の事業活動において予想さ

れる吸収分割承継株式会社の資産及び負債の額並びに収益状況について検

討いたしましたが、本会社分割により吸収分割承継株式会社に承継させる

債務の履行に支障を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在認識されて

おりません。  



 

 

  ⑤以上から、当社は、本会社分割の効力発生日以後において、本会社分割によ

り吸収分割承継株式会社に承継させる債務につき履行の見込みがあるもの

と判断しております。  

 

８．吸収合併契約等備置開始日（会社法第 782条第 2項に規定する吸収合併契約等

備置開始日を言う。）の後、本会社分割の効力発生日までの間に、前各号に掲

げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項（会社法第 782条第 1項、会

社法施行規則第 183条第 7号）  

 

 該当事項はございません。  

 



 

 

別紙  吸収分割契約書（会社法第 782 条第 1 項第 2 号）  

（次頁以降に添付）  

  



 

 

 

吸収分割契約書  

 

株式会社リビングプラットフォーム（以下「分割会社」という。）及び

株式会社リビングプラットフォームケア（以下「承継会社」という。）

は、分割会社が本対象事業（第１条に定義する。）に関して有する権利

義務を承継会社に承継させる吸収分割（以下「本会社分割」という。）

について、以下のとおり吸収分割契約（以下「本分割契約」という。）

を締結する。  

 

第 1条（吸収分割）   

分割会社は、本分割契約の定めに従い、本効力発生日（第３条に定義

する。）をもって、分割会社が運営する「ライブラリ月寒中央Ⅰ」、「ラ

イブラリ越谷」及び「ライブラリ新柴又」に係る介護事業（以下「本対

象事業」という。）に関して有する第４条第１項に規定する権利義務を

承継会社に承継させ、承継会社はこれを承継する。  

 

第 2条（分割当事会社の商号及び住所）   

本会社分割における分割会社及び承継会社の商号及び住所は以下の

とおりである。  

 

（１）分割会社  

商号  株式会社リビングプラットフォーム  

住所  札幌市中央区南二条西二十丁目 291 番地  

 

（２）承継会社  

商号  株式会社リビングプラットフォームケア  

住所  札幌市中央区南二条西二十丁目 291 番地  

 

第 3条（効力発生）   

本会社分割が効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、

2022 年 10 月 1 日とする。ただし、本会社分割の手続上の必要性その他

の事由により必要な場合には、分割会社及び承継会社が協議し合意の

上、変更することができる。  

 

第 4条（承継する権利義務）  

本会社分割により分割会社から承継会社に承継される資産、債務、

契約その他の権利義務（以下「承継対象権利義務」という。）は、本効

力発生日において本対象事業に属する別紙「承継権利義務明細表」記

載の権利義務とする。ただし、承継対象権利義務のうち資産及び負債

の評価については、 2022 年 3 月 31 日現在の貸借対照表その他同日現

在の計算を基礎とし、これに本効力発生日前日までの増減を加除した

上で確定するものとする。  

２  承継会社が分割会社から承継する全ての債務及び義務は、併存的



 

 

債務引受の方法により承継される。ただし、この場合における両社間

の最終的な債務及び義務の負担者は承継会社とし、当該承継される債

務及び義務について、分割会社が履行その他の負担をしたときは、分

割会社は承継会社に対してその負担の全部を求償することができる。  

 

第 5条（分割対価）   

承継会社は、本会社分割に際し、分割会社に対して株式、金銭その他の対価を交

付しない。 

 

第 6条（資本金及び準備金）   

承継会社は、本会社分割により、資本金及び準備金の額を増加しない。 

 

第 7条（競業避止義務）   

分割会社は、本会社分割に関して、競業避止義務を負わない。  

 

第 8条（本分割契約の変更等）   

分割会社及び承継会社は、本分割契約の締結後、本効力発生日に至

る間に、分割会社又は承継会社の財産その他の権利義務又は経営状況

に重大な悪影響が生じたときには、分割会社及び承継会社の合意によ

り、本分割契約に定める条件を変更し、又は本分割契約を解除するこ

とができる。  

 

第 9条（協議事項）   

本分割契約に定める事項のほか、本会社分割に関し必要な事項は、

本分割契約の趣旨に従い、分割会社及び承継会社が協議の上定める。   

 

 

以上を証するため、本契約書 2 通を作成し、本分割契約の当事者が

各 1 通を保有する。  

 

2022 年 8 月 12 日  

 

分割会社  

株式会社リビングプラットフォーム  

札幌市中央区南二条西二十丁目 291 番地  

代表取締役  金子  洋文  

 

 

承継会社  

株式会社リビングプラットフォームケア  

札幌市中央区南二条西二十丁目 291 番地  

代表取締役  金子  洋文  
  



 

 

別紙  

 

承継権利義務明細表  

 

本効力発生日において、承継会社が分割会社から承継する資産、負債、契約その他

の権利義務は以下のとおりとする（ただし、法令、条例により本会社分割による承継

が禁止又は制限されるものを除く。）。なお、承継する権利義務等のうち資産及び負債

については、2022 年 3 月 31 日の終了時点の貸借対照表その他同時点現在の計算を

基礎とし、これに本効力発生日までの増減を加除した上で確定する。 

 

１．資産 

 本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社の本対象事業に属する以下の資

産。 

（１）以下の流動資産 

① 商品 

② 貯蔵品 

③ 立替金 

④ 前払費用 

 

（２）以下の固定資産 

① 保証金 

 

２．負債 

 本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社が本対象事業に関して負担する

以下の負債及び債務。 

（１）以下の流動負債 

① 前受金 

② 仮受金 

③ 賞与引当金 

④ 未払費用 

 

（２）以下の固定負債 

① 長期未払金 

② 退職給付引当金 

③ 繰延税金負債 

④ 入居者預り金 

 

３．労働契約等 

 本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社に在籍し、分割会社の本対象事

業に主として従事する全ての従業員（パートタイマーを含む。）と分割会社との間の

労働契約に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。 

 

４．契約（労働契約等を除く） 

 本効力発生日の前日の終了時点において有効に存続し、分割会社を当事者として締

結された本対象事業に関する取引基本契約、入居契約、介護サービス利用契約、売買



 

 

契約、賃貸借契約、リース契約、業務委託契約、請負契約その他の一切の契約（本対

象事業に関する契約のうち本対象事業以外の事業にも関連する契約については、主と

して対象事業に関連する部分に限る。）に関する契約上の地位及びこれらに基づき発

生した一切の権利義務。ただし、会計監査人との間で締結した監査契約その他の分割

会社が引き続き保有する契約に関する契約上の地位並びにこれらに基づき発生した

一切の権利義務を除く。 

 

５．許認可等 

 本効力発生日の前日の終了時点において分割会社が本対象事業に関して保有して

いる許認可等のうち、法令上本会社分割により承継することが可能なものの一切。 

 

以 上 
 


